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   滝沢市農業資材価格等高騰対策支援給付金給付事業実施要綱  

 （目的）  

第１条 この告示は、社会情勢の影響による農林水産業に係る資材価格等の高騰により経

営が悪化している農業者、林業者及び内水面漁業者の経済的負担の軽減を図るとともに

経営安定及び生産意欲の喚起を促すため、滝沢市農業資材価格等高騰対策支援給付金（

以下「給付金」という。）を給付することにより、市の農業者等の生活及び経営の安定

化に資することを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

（１）市の農業者等 次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。  

ア 市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人で、農業、

林業又は内水面漁業を営むもの  

イ 市内に事業所又は生産を行う場所を有する個人又は法人で、市内において農業、

林業又は内水面漁業を営むもの  

（２）税申告 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２の規定による市町

村民税の申告、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第１２０条の規定による確定所

得申告及び法人税法（昭和４０年法律第３４号）第７４条の規定による確定申告をい

う。 

 （給付対象者）  

第３条 給付金の給付対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、令和７年分の税

申告（法人にあっては、第５条第１項に規定する給付金の給付申請を行う年度の直近の

事業年度における税申告とする。）を行い、収入のうち販売実績があり、今後も経営を

継続する意思がある市の農業者等とする。  

 （給付対象経費及び給付額）  

第４条 給付金の給付対象となる経費（以下「給付対象経費」という。）は、別表対象経

費の欄に掲げる経費とする。  

２ 給付額は、別表給付額の欄に掲げる額とする。  

３ 給付金の給付は、１給付対象者につき当該年度において１回限りとする。この場合に

おいて、給付対象者が複数の事業所を有する場合は、所有する事業所のうちから１事業

所における給付対象経費のみを申請するものとする。  

４ 国、県又は他市町村から給付対象経費に係る補助金等の交付等を受けている又は受け

ようとする場合は、給付対象経費から当該補助金等の額を控除するものとする。  

 （給付申請及び請求） 

第５条 給付対象者は、給付金の給付の申請及び請求をしようとするときは滝沢市農業資

材価格等高騰対策支援給付金給付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。  

（１）申請額計算書（様式第２号）  

（２）誓約書兼同意書（様式第３号）  



2/2 

（３）申請額計算書に記載した税申告の内容が分かる書類  

（４）振込先口座が確認できる書類  

（５）その他市長が必要と認める書類  

２ 前項の規定による提出は、令和８年１２月２８日までに行わなければならない。  

 （給付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による提出があった場合において、速やかにその内容を確認

の上、給付金を給付することが適当と認めるときにあっては滝沢市農業資材価格等高騰

対策支援給付金給付決定通知書（様式第４号）により、給付金を給付することが不適当

と認めるときにあっては滝沢市農業資材価格等高騰対策支援給付金不給付決定通知書（

様式第５号）により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。  

２ 市長は、前項の規定により給付金を給付することが適当と認めるときは、給付金を給

付するものとする。  

 （不当利得の返還）  

第７条 市長は、給付金の給付を受けた者（以下「給付決定者」という。）が給付対象者

の要件に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた

ことが判明したときは当該給付金に係る給付の決定を取り消し、給付を行った給付金の

返還を求めるものとする。 

 （書類の整備等）  

第８条 給付決定者は、給付申請、請求及び給付金の受領に関する証拠書類は、給付金の

額の確定の日の属する年度の終了後１０年間保管しておかなければならない。 

 （補則）  

第９条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。  

   附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、令和８年２月２７日から施行する。  

 （この告示の失効）  

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第６条

の規定による給付の決定を受けた給付金については、同日後もなおその効力を有する。  

別表（第４条関係）  

対象経費  調整率 給付額 

令和７年分の税申告に

おいて肥料購入、飼料

購入及び動力光熱に係

る経費として申告した

ものを対象とする。  

肥料購入に係る経費  

１．４２８ 

飼料購入に係る経費  

１．３６１ 

動力光熱に係る経費  

１．３０６ 

対象経費ごとに調整率で除した

額を当該対象経費から減じて得

た額の合計額の１０分の１以内

の額（１，０００円未満の端数

が生じたときは、その端数を切

り捨てた額）とし、上限１５０

万円、下限１万円とする。  

 


